
平成２１年度一般会計当初予算説明資料
４款 衛生費

２項 環境衛生費 水・大気環境課（内線：７４０２）
４目 環境保全費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 本 年 度 前 年 度 比 較 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

合併処理浄化槽設置 43,646 61,370 △17,724 43,646
費補助事業
トータルコスト 45,303千円 （前年度61,903千円）
従事する職員数 正職員：０．１７人
主な業務内容 制度設計、周知説明、申請書の受付、審査、補助金の支払い
事業内容の説明

１ 目 的
浄化槽の設置費用の一部を当該市町村に補助することにより、生活排水処理施設の整備を推進する。

２ 事業概要
（１）個人設置型浄化槽への補助

浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を補助している市町村に対し、その費用の一部を補
助する。
・補助対象経費 国が定める設置基準額の４０％
・国 庫補 助 率 補助対象経費（４０％）の１／３（＝設置基準額の１３．３％）
・県費補助内容

【県からの権限移譲により浄化槽の適正管理指導を行う市町村】

国基準額の１３．３％ ＋ 市町村単独嵩上の１／２（上限：国基準額の１０%）
【上記以外の市町村】

国基準額の１３．３％（平成２１年度から３年間に限る。）
（２）市町村設置型浄化槽への補助

市町村が自ら浄化槽を設置する市町村に対し、その費用の一部を補助する。
前年度事業費の５％（上限：事業年度に起債償還のための基金に積み立てた額）

３ 事業費 ４３，６４６千円
《内訳》

個人設置型浄化槽への補助 ４２，８８８千円（２７０基分）
市町村設置型浄化槽への補助 ７５８千円（ １４基分）

＜補助制度の概要＞

●個人設置型

受益者負担金 ６０％

国 庫 市町村 受益者県補助金

４／３０ ４／３０ 嵩上 受益者負担金 負担４／３０ 県嵩上 市町村
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公益寄与相当分

●市町村設置型

県受益

補下水道債 １７／３０（５６．７％） 受益者 下 水 道 者負

助国 庫 １／３ ３３ ３％ 負担金 債（ ． ） (交付税 )25.0% 担金
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